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令和５年４月１０日時点 

 

世田谷区保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金に関する Q＆A 

 

１ 送迎バスの子どもの置き去り防止 

№ Ｑ Ａ 

１ 

児童の送迎を目的とした自動車に、安全

装置は必ず装備しないといけないですか。 

国の基準改正に伴い、令和５年４月以

降、児童の送迎を目的とした自動車を日常

的に運行するときは、安全装置を装備しな

くても、確実に児童の所在確認が行われる

と考えられる２列以下の自動車等を除き、

安全装置の装備が義務付けられました。 

なお、装備すべき安全装置の導入が困難

な場合は、経過措置として、令和６年３月

３１日までの間、車内の園児の所在の見落

としを防止するための代替的な措置を講じ

ることが必要です。 

＜代替的な措置の例＞ 

運転席に確認を促すチェックシートを備え

付けるとともに、車体後方に園児の所在確

認を行ったことを記録する書面を備える。 

２ 

児童の送迎のために、バスではなく乗用

車を使用していますが、安全装置を装備し

ないといけないですか。また、その場合に

おける導入費用等は、補助対象となります

か。 

乗用車の場合も、安全装置を装備しなく

ても、確実に児童の所在確認が行われると

考えられる座席が２列以下の自動車等を除

き、安全装置の装備が必要です。 

また、乗用車の場合も、安全装置の装備

が必要な自動車に安全装置を装備した場合

は、導入費用等が補助対象となります。 

３ 

児童の送迎を目的とした自動車を、年数

回、園外活動時等に使用する場合、安全装

置を装備しないといけないですか。また、

その場合における導入費用等は、補助対象

となりますか。 

児童の送迎を目的とした自動車を、年数

回、園外活動時等に使用する場合は、安全

装置を装備することは必須ではありませ

ん。また、その場合における導入費用等

は、補助対象とはなりません。 

ただし、児童の送迎を目的とした自動車

を運行する際は、Ａ１記載の＜代替的な措

置＞を講じるなど、車内の園児の所在の見

落としを防止するための代替的な措置を講

じるようにしてください。 

４ 

１台のバスを複数の施設で使用していま

す。どのように申請すればよいですか。 

１台のバスを複数の施設で使用している

場合は、「●●●保育園 外●園」等と記載

し、代表する１施設で申請してください。 
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２ 送迎バス以外の置き去り等の事故防止 

№ Ｑ Ａ 

１ 

園庭や敷地の出入口等、施設の建物以外

に飛び出し防止柵を設置する場合、補助対

象となりますか。 

児童の飛び出し防止のため、施設の敷地

内に設置するものであれば、補助対象とな

ります。 

２ 

既存の古い柵を撤去して、新たに飛び出

し防止柵を設置した場合、既存の柵の撤去

費用は補助対象となりますか。 

既存物の撤去費用は、補助対象外となり

ます。 

３ 

遊具の点検費用や、点検の結果により不

備があったために修繕を行った際の費用

は、補助対象ですか。 

遊具の安全対策のために修繕を行った場

合は、点検費用も含め、補助対象です。 

なお、遊具の撤去費用や新たな遊具の購

入費は、補助対象外となります。 

４ 

園内の破損している机や椅子、コットベ

ッド等什器の修繕や購入経費は補助対象と

なりますか。 

左記の費用は、通常の保育所運営の中で

対応するべきものであると考えられるた

め、補助対象外となります。 

 

その他（上記「１」「２」共通） 

№ Ｑ Ａ 

１ 

この補助事業（補助金）はいつまで実施

しますか。 

現時点で、令和５年度に限り実施する予

定です。 

なお、令和６年３月３１日までに契約・

購入（委託）・支払が完了している対象経

費が補助対象となります。 

２ 

新たに導入した安全装置や機器等のリー

ス料やランニングコスト等は、補助対象と

なりますか。 

新たに導入した安全装置や機器等のリー

ス料やランニングコスト等は、令和６年３

月３１日までの分に限り、補助対象となり

ます。 

３ 

児童の送迎を目的とした自動車に設置す

る安全装置や防犯カメラ、その他各種シス

テム・サービス等を運用することに伴う光

熱費は、補助対象となりますか。 

今回の補助金を活用して導入した装置や

各種システム・サービス等を運用すること

に伴う光熱費は、補助対象外となります。 

４ 

既存の機器やシステムを更新したり、買

い替えたりした場合、その導入費用等は、

補助対象となりますか。 

新たに機器やシステムを導入した場合の

み、その導入費用等は補助対象となりま

す。 

５ 

誘導員を設置した場合等にかかる人件費

は、補助対象となりますか。 

左記のケースを含め、今回の補助金にお

いては、いずれの項目においても、人件費

は補助対象外となります。 

６ 
物品の購入に伴う施設への送料は、補助

対象となりますか。 

物品の購入に伴う施設への送料は、補助

対象外です。 

７ 
振込手数料やクレジット会社への手数料

は、補助対象となりますか。 

振込手数料やクレジット会社への手数料

は、補助対象外となります。 

 


